
業務名　　設置型組立式給水タンク購入業務

業務場所　東伯郡琴浦町大字徳万591番地2

令 和 ８ 年 度

業 務 （ 起 工 ） 設 計 書



 

 

 

 

 

設置型組立式給水タンク購入業務 

 

 

仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年５月 

琴浦町総務課 

 

 



業務仕様書 

 

 

１　業務名 

設置型組立式給水タンク購入業務 

 

２　業務の目的 

大規模災害発生時における避難所の生活用水等の供給を確保し、生活環境の改善を図る 

ことを目的として、組立式給水タンクの購入を行う。 

 

３　調達機器の品名及び数量 

別紙『内訳書』のとおり 

 

４　機器性能及び構成 

別紙『機器仕様書』に示す機器等について、同等以上の性能を有すること。 

 

５　納品期限 

令和８年９月３０日 

 

６　納入場所 

琴浦町役場本庁舎　　　　東伯郡琴浦町大字徳万 591 番地２ 

 

７　納品方法 

本入札に係る物品の納入にあたっては以下のとおりとし、本町担当者の指示に従うとと

もに必要に応じて協議すること。 

（１）納入は『７　納入場所』に記載する納入場所に納入するものとし、日時等は本町担当

者と調整を行うこと。 

（２）運搬及び梱包財の回収・処分のために要する費用は、本業務の範囲とする。 

 

８　検査 

（１）納品完了届を受領後、町は速やかに納入検査を実施し、その結果を受注者に通知する

ものとする。 

（２）納入検査において、合格と認められないときは、受注者は本町担当者の指定する期日

までに物品の取り替え又は補正を行うこと。 

 

９　支払い 

（１）納入検査を実施し、合格と認めた場合、受注者の請求があってから３０日以内に支払

いを行う。 

 

 

 



10　妨害又は不当要求に対する届出義務 

（１）受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害（不法な行為等で、

業務履行の障害となるものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請求す

る権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、

態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。）を受けた場合は、

本町へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。 

（２）受注者が（１）に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又

は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約の相手方としない措置を

講じることがある。 

 

11　その他 

契約の締結後、この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、別途協議する

ものとする。 

 

12　連絡先 

琴浦町総務課 DX・防災推進室　電話:0858-52-2111



（単位：円）

ＮＯ 名称 数量 単位 単価 金額 備考

【給水タンク】

1 設置型組立式給水タンク 2 基 850000 1,700,000 参考品：KEC-A-100

※専用架台、付属品を含む

小計 1,700,000

消費税 170,000

合計 1,870,000

NO 項目

【給水タンク本体】

組立時の寸法

材質等

有効内容量

【専用架台】

組立時の寸法

材質等

【付属品】

専用内袋

給水用バルブ

吸水口配管

【特記事項】

その他

内　　訳　　書

機器仕様書

内容

幅、奥行き、高さは、いずれも1,200mm未満（配管除く）で
あること

骨格部：アルミ又は耐食性を有する金属
側壁部：樹脂製板又は骨格部と同等の金属
※タンク満水時の重量に耐えうる構造、材質であること

1,000リットル

幅、奥行きは、タンク本体同程度であること
組立時の高さは、地表から架台上端800mm程度確保

タンク満水時の重量に耐えうる構造、材質であること

180μ×2重（食品衛生法適合）

給水用バルブ1個/基　ボールバルブキャップ付き

２口自在水栓

組立、収納時の際に工具を要しないこと
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